
公共施設マネジメントシステムサービス利用契約書（案） 

 

  （総則） 

第１条 発注者及び受注者は、頭書記載の業務（以下「業務」という。）のサービ

ス利用契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙の設計書、仕様書等（以

下これらを「設計図書」という。）に従いこれを履行しなければならない。 

２ 設計図書に明記されていない事項については、発注者及び受注者が協議して定

める。 

（業務計画表等の提出） 

第２条 受注者は、設計図書に基づき、業務計画表、業務代金内訳書その他発注者

の指示する書類（以下この条において「業務計画表等」という。）を作成し、こ

の契約の締結の日から７日以内に、発注者に提出しなければならない。ただし、

発注者が必要でないと認めた場合はこの限りでない。 

２ 発注者は、前項の規定により提出された業務計画表等を審査し、不適当と認め

られるものがあるときは、期限を指定して補正させるものとし、受注者はこれに

応じなければならない。 

  （業務の着手） 

第３条 受注者は、この契約締結の日から起算して７日以内に業務に着手しなけれ

ばならない。 

（業務責任者等の届出） 

第４条 受注者は、業務責任者及び担当者（以下「責任者等」という。）を定め、

業務の着手日までに書面により発注者に通知するものとする。 

２ 業務責任者は、発注者の命じた職員の指示に従い、業務に関する一切の事項を

処理しなければならない。 

３ 発注者は、業務の執行上、責任者等が不適当であると認めるときは、その理由

を明示して受注者に責任者等の変更を求めることができる。 

４ 受注者は、業務の途中で責任者等を変更した場合は、速やかに書面により発注

者に通知するものとする。 

（契約保証金） 

第５条 受注者は、この契約の締結と同時に契約保証金（契約保証金に代わる担保

を含む。以下同じ。) を発注者に納付しなければならない。ただし、免除の場合

はこの限りでない。 

２ 前項の契約保証金は、損害賠償の予定若しくはその一部又は解約手付けとしな



い。 

３ 発注者は、受注者が業務の履行を完了したときは速やかに契約保証金を受注者

に返還しなければならない。 

４ 契約保証金には利息を付さない。 

５ 第２３条の規定により契約を解除したときは、契約保証金は第２５条の違約金

の一部に充当する。 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第６条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承

継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りで

ない。 

（委託の禁止） 

第７条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し又は請負わせてはならな

い。ただし、一部でかつ、業務の主要な部分を除き、あらかじめ発注者の書面に

よる承諾を得た場合はこの限りでない。 

（秘密保護の義務） 

第８条 受注者及び責任者等は、業務の実施に際して知り得た事実を他人に漏らし

てはならない。この契約終了後又は契約解除後においても同様とする。 

（成果品の帰属） 

第９条 受注者が業務により作成した成果品の著作権及び所有権は、発注者に帰属

するものとする。ただし、発注者及び受注者の協議により、別に定めた場合はこ

の限りでない。 

（成果品の利用の禁止） 

第１０条 受注者は、業務により作成された成果品を自ら利用し、又は第三者に利

用させてはならない。 

（目的外使用及び第三者への提供の禁止） 

第１１条 受注者は、契約目的物を業務の履行以外の用途に使用し、又は第三者に

提供してはならない。発注者が受注者に支給する物品（以下「支給品」という。） 

及び貸与する物品（以下「貸与品」という。）並びに業務の履行に関し作成され

た帳票、電子及び磁気その他の記録媒体に記録された情報(以下「デ－タ」とい

う。)においても同様とする。 

（複写、複製等の禁止） 

第１２条 受注者は、契約目的物、支給品及び貸与品並びにデ－タを発注者の承認

を得ないで、複写又は複製してはならない。 



（管理義務） 

第１３条 受注者は、業務の着手から完了に至るまで、その業務全体の管理及び使

用人等の行為についてすべての責任を負わなければならない。 

２ 受注者は、業務に係る個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号。以下「法律」という。）及び藤沢市個人情報の保護に関す

る法律の施行等に関する条例（令和４年藤沢市条例第１７号。）の本旨に従い、

適正に取り扱わなければならない。 

３ 受注者は、支給品、貸与品、デ－タ、及び業務の履行において作成されるコン

ピュ－タプログラム関係物品等（以下「中間資料」という。）の授受、処理、保

管その他の管理にあっては、漏洩、滅失、毀損等を防止し、その適正な管理を図

らねばならない。 

（報告及び調査） 

第１４条 発注者は、必要と認めるときは、業務の履行状況について報告を求め又

は実地に調査を行うことができる。 

（仕様書等不適合の場合の指示） 

第１５条 発注者は、業務が仕様書等の定めるところに適合しないと認めるときは、

受注者に対し、これに適合するよう指示することができる。この場合において、

契約金額を増額し又は履行期間を延長することはできない。 

（臨機の措置）         

第１６条 受注者は、業務の履行において、災害の防止その他緊急の必要があると

きは、臨機の措置をとるとともに、直ちに書面により発注者に通知し、発注者の

指示に従わなければならない。 

（事故発生の報告）  

第１７条 受注者は、契約目的物の引渡し前に当該契約目的物、支給品、貸与品、

並びに業務の遂行により作成される資料等に火災、盗難等の事故が生じたときは、

直ちに書面により発注者に通知し、発注者の指示に従わなければならない。 

（損害の負担） 

第１８条 受注者は、業務の履行上発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）

については、発注者から必要な指示を受け、自己の責任において処理し損害を負

担しなければならない。ただし、その損害が発注者の責任に帰する理由による場

合においては、この限りでない。 

（履行期間の延長） 

第１９条 受注者は、天災その他の不可抗力による理由により完了期限までに業務



を完了することができないときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を記した書

面により、履行期間の延長を請求することができる。この場合における延長日数

は発注者及び受注者が協議して定める。  

（契約金額の支払） 

第２０条 受注者は、所定の手続きに従って速やかに契約金額の支払いを請求する

ものとする。 

２ 発注者は、前項の請求があったときは、その日から起算して３０日以内に契約

金額を支払うものとし、契約保証金がある場合は、還付するものとする。 

３ この契約の締結後、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の改正等によって

消費税額に変動が生じたときは、発注者は利用料に相当額を加減して支払うもの

とする。 

（部分払） 

第２１条 受注者は、業務の完了前に、履行済部分に相当する契約金額について部

分払を請求することができる。ただし、部分払をしないと定めたときはこの限り

でない。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から起

算して３０日以内に受注者に部分払金を支払うものとする。 

（履行遅延の場合における違約金） 

第２２条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了すること

ができない場合において、履行期間経過後の相当期間内に完了する見込みのある

ときは、発注者は、受注者に業務を継続させることができる。 

２ 前項の場合において、発注者は、遅延日数１日につき契約金額の１,０００分

の１に相当する金額を違約金とし受注者から徴収するものとする。  

（発注者の契約解除権） 

第２３条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間

を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除する

ことができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び

取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 

(1) 履行期間内又は完了期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがな

いと認められるとき。 

(2) 正当な理由がないにもかかわらず、業務に着手すべき時期を過ぎても、業務

に着手しないとき。 

(3) 契約不履行のおそれがあると認められるとき。 



(4) この契約の規定に違反したとき。 

２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除

することができる。 

 (1) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。 

 (2) 受注者が業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 (3) 業務の一部の履行が不能である場合又は受注者が業務の一部の履行を拒絶

する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目

的を達することができないとき。 

 (4) 業務の性質等により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を

した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその

時期を経過したとき。 

 (5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が業務の履行をせず、発注者が前項の催

告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないこ

とが明らかであるとき。 

  (6) 法律第１４８条の規定による勧告又は命令に従わなかったとき。 

 (7) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定に該当するとき。 

 (8) 業務の履行において、必要な許可、免許、登録、認定又は各種の資格が取消

され又は抹消されたとき、又は必要な基準に満たなくなったとき。 

 (9) 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与して

いる者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員、その支店又は営業所

（常時契約を締結する事務所をいう。）を代表する者その他経営に実質的に関

与している者をいう。以下同じ）が、集団的に、計画的に又は常習的に暴力的

不法行為を行うおそれのある組織（以下「暴力団」という。）の関係者（以下

「暴力団関係者」という。）であると認められるとき。 

(10) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実

質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴

力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組

合等を利用するなどしていると認められるとき。 

(11) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に

実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供

給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している

と認められるとき。 

(12) 前３号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難される



べき関係を有していると認められるとき。 

(13) 第９号から第１２号に規定する行為を行う者であると知りながら、その者

と下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約を締結したとき。 

(14) 第９号から第１２号に規定する行為を行う者を下請け契約又は資材、原材

料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（前項に該当する場合を除

く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従

わなかったとき。 

(15) 発注者は、翌年度以降の歳入歳出予算の該当金額について、減額又は削除

があった場合は、契約を解除できるものとする。 

３ 前２項により、契約の解除を行い、受注者が損害を受けても、市長は、その責

任を負わない。 

第２３条の２ 発注者は、契約を解除したときは、業務の履行済部分（部分払の対

象となった部分は除く。）を検査の上、当該検査に合格した部分に相当する契約

金額を受注者に支払うものとする。 

（受注者の契約解除権） 

第２４条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除すること

ができる。 

(1) 業務の内容の変更により、契約金額が当初の額の３分の２以上減少したとき。 

(2) 業務の中止期間が履行期間の３分の２以上となったとき。 

(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能

となったとき。 

２ 第２６条の２の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。 

（契約解除による違約金） 

第２５条 第２３条の規定により契約を解除した場合において、発注者は契約金額

の１０分の１に相当する額の違約金を受注者に請求することができる。ただし、

受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りで

はない。 

２ 前項の場合において、契約保証金があるときは、これを違約金の一部に充当す

るものとし、受注者が発注者から支払いを受けるべき金額があるときは、これを

差引くことができるものとする。 

 （談合その他不正行為に対する賠償金の徴収） 

第２６条 発注者は、受注者がこの契約について次の各号のいずれかに該当すると

きは、賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額を徴収するものとする。



ただし、発注者が賠償金を請求することが適当でないと認める場合は、この限り

でない。 

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。

以下この項において「独占禁止法」という。)第 3 条の規定により禁止される

不当な取引制限を行ったとして独占禁止法第 7条第 1項又は第 2項の規定によ

る排除措置命令を受け、独占禁止法第 61 条第２項の規定により当該命令の効

力が生じたとき（当該命令に係る行政事件訴訟法（昭和 37 年法律第 139 号）

第３条第１項に規定する抗告訴訟を提起した場合は、その訴えについて請求棄

却又は訴え却下の判決が確定したとき。次号において同じ。)。 

(2) 独占禁止法第 3 条の規定により禁止される不当な取引制限を行ったとして

独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項の規定により納付命令を受け、独占禁止法第 62

条第 2 項の規定により当該命令の効力が生じたとき。 

(3) 受注者（法人の場合にあっては、その役員又は使用人）が刑法（明治４０年

法律第４５号）第９６条の６の規定に違反し、同条の規定による刑が確定した

とき。 

２ 前項本文の規定は、実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合に

おいて、超過分につき賠償を請求することを妨げない。 

３ 前２項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。 

 （契約の費用） 

第２７条 この契約の締結に関して必要な費用は、受注者の負担とする。 

（契約の効力の遡及） 

第２８条 契約の内容を記録した電磁的記録の作成をもって本契約を締結する場

合にあって、契約締結が履行期間の開始日より後の日であるときは、本契約の効

力は履行期間の開始日から生じるものとする。 

（疑義の決定） 

第２９条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義が生じたときは、発

注者及び受注者が協議のうえ決定するものとする。 

 （裁判管轄） 

第３０条 この契約に関する訴えの管轄は、横浜地方裁判所とする。 


